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ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 (令和元年総務省令第 67号)が本国公布され、

令和元年 7月 に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するた

め、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販

売記録の作成を行 うこととされました (令和 2年 2月 1日 施行)。

このことについて、下記のとおり本人確認等に係る運用要領をまとめましたので、通知します。

貴職におかれましては、下記事項に十分留意の上、その運用に配慮されるとともに、各都道府

県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村 (消 防の事務を処理する一部事務

組合等を含む。)に対しても、この旨を周知されますようお願いします。

なお、本通知は、消防組織法 (昭和 22年法律第 226号)第 37条の規定に基づく助言として発

出するものであることを申し添えます。

また、このことについては、別添のとおり、関係事業者団体に対しても周知を行つています。

記

顧客の本人確認について

(1)ガ ソリンの容器への詰替え販売を行 う際、下記 (2)の場合を除き、顧客に対し、運転免

許証その他の本人確認を行 うことのできる書類の提示を求め、本人確認 (※ )を行 うこと。

(本人確認を行 うことのできる書類の例)

運転免許証、マイナンバーカー ド、パスポー トなど、

公的機関が発行する写真付きの証明書

※偽造困難な ICチ ップに記録された券面情報を読み取ることにより本人確認を行 う

ことも可能

(2) 以下のいずれかに該当する場合には、本人確認を行 うことのできる書類の提示を省略す

ることができること。

ア 既に上記 (1)に より本人確認が行われている顧客の場合

イ 顧客と継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所を把握 している場合



ウ 当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カー ドなど、あらかじめ本人確

認が行われてお り、当該事業所において顧客を特定することができる書類が提示 されて

いる場合

工 顧客の所属する企業 と継続的な取引があ り、当該企業が発行する写真付き社員証が提

示 されている場合

2 使用目的の確認について

ガソリンの容器への詰替え販売を行 う際、

の場合において、「農業機械器具用の燃料」、

と。

顧客に対し、使用目的の問いかけを行 うこと。こ

「発電機用の燃料」等の具体的な内容を確認するこ

3 販売記録の作成について

ガソリンの容器への詰替え販売を行った際、販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、

使用目的、販売数量を記入し、 1年を目安としてこれを保存すること。この場合において、台

帳を作成する方法 (台帳様式の例は別紙 1参照)の ほか、顧客が氏名等の必要事項を記入した

注文書をファイリングする方法 (注文書の例は別紙 2参照)や、購入者の氏名等を記載したレ

シー トや領収書等を保管する方法についても、販売記録の作成として認められるものであるこ

と。

なお、販売記録を電磁的方法 (Word、 Excel、 PDF等)に より保存することも認められるもの

であること。

また、顧客の氏名は、個人情報の保護に関する法律 (平成 15年法律第 57号)第 2条第 1項

第 1号に基づく個人情報に該当するものであることから、販売記録の作成及び保存における個

人情報の取扱いについては、別紙 3に示す留意点を踏まえ、顧客に対して個人情報の利用目的

を知らせるとともに、当該顧客の氏名等を他の顧客に見られないように販売記録を作成 。保存

する等、適切に運用されたいこと。

4 その他

(1)顧 客に対し、本人確認や使用目的の確認を求めた際、本人確認書類の提示等を拒否され、

本人確認等が行えないにもかかわらず、詰替え販売を行つた場合は、消防法令に係る技術

上の基準違反となるものであること。

また、「給油取扱所におけるガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて」(令

和元年 7月 25日 付け消防危第 95号)別添 1の警察庁事務連絡を踏まえ、本人確認等を行

う際、氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否する等、顧客の言動等に不審な

点を感 じた場合は、警察署へ通報するよう配慮されたいこと。

(2) 震災時、大雨や台風等に伴 う風水害発生時又は長時間停電の発生時など、災害その他緊

急やむを得ない場合において、ガソリンの詰替え販売を行 う場合は、上記 1から3に掲げ

る顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を省略することができるものであ

ること。

(問い合わせ先)

消防庁危険物保安室

担当 :竹本、羽田野

TEL 03-5253-7524/FAX 03-5253-7534９
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